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(57)【要約】
【課題】制御が簡素化された小型の紙幣処理装置を提供
する。
【解決手段】紙幣処理装置１０は、投入された紙幣を受
け入れるための受入部１１と、受入部１１によって受け
入れられた紙幣を識別するための識別部１２と、識別部
１２によって識別された紙幣を収納または一時保留する
ための少なくとも１つの第１カセット１３１、ならびに
識別部１２によって識別された紙幣を収納するための少
なくとも１つの第２カセット１３２を有する収納部１３
と、第１カセット１３１に一時保留された紙幣の入金確
定指示を受け付けるための操作部１５１と、識別部１２
によって識別された紙幣を前記第１カセット１３１に一
時保留し、操作部１５１によって入金確定指示が受け付
けられたときに、第１カセット１３１に一時保留された
紙幣を第２カセット１３２に収納する制御部１０２と、
を備えている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投入された紙幣を受け入れるための受入部と、
　前記受入部によって受け入れられた紙幣を識別するための識別部と、
　前記識別部によって識別された紙幣を収納または一時保留するための少なくとも１つの
第１カセット、ならびに前記識別部によって識別された紙幣を収納するための少なくとも
１つの第２カセットを有する収納部と、
　前記第１カセットに一時保留された紙幣の入金確定指示を受け付けるための操作部と、
　前記識別部によって識別された紙幣を前記第１カセットに一時保留し、前記操作部によ
って入金確定指示が受け付けられたときに、前記第１カセットに一時保留された紙幣を前
記第２カセットに収納する制御部と、を備えることを特徴とする紙幣処理装置。
【請求項２】
　前記収納部の紙幣の枚数を検知する収納検知部をさらに備え、
　前記制御部は、前記収納検知部によって検知された前記第２カセットの紙幣の枚数が所
定枚数以上であるときに、前記第１カセットに一時保留された紙幣を前記第１カセットに
収納する請求項１に記載の紙幣処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記収納検知部によって検知された前記第２カセットの紙幣の枚数に基
づいて前記第２カセットの空き容量を算出し、前記収納検知部によって検知された前記第
１カセットの紙幣の枚数が前記第２カセットの空き容量以下であるときに、前記第１カセ
ットに一時保留された紙幣を前記第２カセットに収納する請求項２に記載の紙幣処理装置
。
【請求項４】
　前記受入部に投入された紙幣の枚数を検知する投入検知部をさらに備え、
　前記制御部は、前記収納検知部によって検知された前記第１カセットの紙幣の枚数に基
づいて前記第１カセットの空き容量を算出し、前記投入検知部によって検知された紙幣の
枚数が前記第１カセットの空き容量以下であるときに、投入された紙幣を受け入れるよう
に前記受入部を制御する請求項２または３に記載の紙幣処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第２カセットに収納された紙幣を前記第１カセットに一時保留し、
前記第１カセットに一時保留された紙幣が前記識別部によって識別された後に、その紙幣
に対する精査処理を行い、精査処理が行われた紙幣を前記第２カセットに収納する請求項
１ないし４の何れか１項に記載の紙幣処理装置。
【請求項６】
　前記第１カセットの最大収納容量は、前記受入部の投入可能枚数より多い請求項１ない
し５の何れか１項に記載の紙幣処理装置。
【請求項７】
　前記収納部は、複数の第２カセットを有し、
　前記制御部は、前記第１カセットに一時保留された紙幣を前記複数の第２カセットに金
種別に収納する請求項１乃至６の何れか１項に記載の紙幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣処理装置に関し、特に、入金処理に利用される紙幣処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の入金処理に利用される紙幣処理装置は、入金口から入金された紙幣を一時保留部
に一時保留し、入金確定指示が受け付けられた後に、一時保留部に一時保留された紙幣を
一時保留部から繰り出して収納部に収納する。このような紙幣処理装置として、たとえば
特許文献１および特許文献２に開示されている紙幣処理装置がある。これらの特許文献に
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開示されている紙幣処理装置の一時保留部は、入金された紙幣を収納部に収納するまでの
間の一時保留のためにのみ設けられている。
【０００３】
　しかしながら、これらの特許文献に開示されている紙幣処理装置では、収納部と異なる
構造を有する一時保留部を設けることによって、装置の大型化や制御の複雑化を招くとい
う問題がある。
【０００４】
　また、これらの特許文献に開示されている紙幣処理装置の一時保留部は、収納部や入金
口に比べて容量が小さい。したがって、これらの特許文献に開示されている紙幣処理装置
では、入金処理の対象となる紙幣の枚数が一時保留部の容量よりも多い場合には、複数回
に分けて入金処理を行う必要がある。この場合には、１回目の入金処理の対象となる紙幣
が一時保留部から収納部に収納された後に、２回目の入金処理の対象となる紙幣が一時保
留部に取り込まれる。この時点で紙幣の返金指示が行われた場合には、２回目の入金処理
の対象となる紙幣は一時保留部から機械的に返金できるが、１回目の入金処理の対象とな
る紙幣は収納部に収納されてしまっているため機械的に返金できない。したがって、１回
目の入金処理の対象となる紙幣を返金するためには、オペレータが収納部から紙幣を取り
出すといった手作業を行うことになる。その結果、このような返金指示に対応するために
オペレータが手作業を行うことになり、オペレータの作業負担が増加するという問題があ
った。
【０００５】
　また、これらの特許文献に開示されている紙幣処理装置には、入金された紙幣の精査処
理において用いられる精査用収納部が収納部とは別に設けられているので、装置の大型化
や制御の複雑化を招くという問題もある。
【特許文献１】特開平１０－２８３５２４号公報
【特許文献２】特開平８－７１４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、制御が簡素化された小型の紙幣処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１態様によれば、
　投入された紙幣を受け入れるための受入部と、
　前記受入部によって受け入れられた紙幣を識別するための識別部と、
　前記識別部によって識別された紙幣を収納または一時保留するための少なくとも１つの
第１カセット、ならびに前記識別部によって識別された紙幣を収納するための少なくとも
１つの第２カセットを有する収納部と、
　前記第１カセットに一時保留された紙幣の入金確定指示を受け付けるための操作部と、
　前記識別部によって識別された紙幣を前記第１カセットに一時保留し、前記操作部によ
って入金確定指示が受け付けられたときに、前記第１カセットに一時保留された紙幣を前
記第２カセットに収納する制御部と、を備えることを特徴とする紙幣処理装置が提供され
る。
【０００８】
　本発明において、
　前記収納部の紙幣の枚数を検知する収納検知部をさらに備え、
　前記制御部は、前記収納検知部によって検知された前記第２カセットの紙幣の枚数が所
定枚数以上であるときに、前記第１カセットに一時保留された紙幣を前記第１カセットに
収納することが好ましい。
【０００９】
　本発明において、
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　前記制御部は、前記収納検知部によって検知された前記第２カセットの紙幣の枚数に基
づいて前記第２カセットの空き容量を算出し、前記収納検知部によって検知された前記第
１カセットの紙幣の枚数が前記第２カセットの空き容量以下であるときに、前記第１カセ
ットに一時保留された紙幣を前記第２カセットに収納することが好ましい。
【００１０】
　本発明において、
　前記受入部に投入された紙幣の枚数を検知する投入検知部をさらに備え、
　前記制御部は、前記収納検知部によって検知された前記第１カセットの紙幣の枚数に基
づいて前記第１カセットの空き容量を算出し、前記投入検知部によって検知された紙幣の
枚数が前記第１カセットの空き容量以下であるときに、投入された紙幣を受け入れるよう
に前記受入部を制御することが好ましい。
【００１１】
　本発明において、
　前記制御部は、前記第２カセットに収納された紙幣を前記第１カセットに一時保留し、
前記第１カセットに一時保留された紙幣が前記識別部によって識別された後に、その紙幣
に対する精査処理を行い、精査処理が行われた紙幣を前記第２カセットに収納することが
好ましい。
【００１２】
　本発明において、
　前記第１カセットの最大収納容量は、前記受入部の投入可能枚数より多いことが好まし
い。
【００１３】
　本発明において、
　前記収納部は、複数の第２カセットを有し、
　前記制御部は、前記第１カセットに一時保留された紙幣を前記複数の第２カセットに金
種別に収納することが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、紙幣処理装置を小型化し、その制御を簡易化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。なお、以下の実施例は、本発
明の実施の一形態であって、本発明の範囲を限定するものではない。
【実施例１】
【００１６】
　はじめに、本発明の実施例１について説明する。本発明の実施例１は、紙幣を収納する
ための複数のカセットのうちの１つに紙幣を一時保留する入金処理の例である。
【００１７】
　まず、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置の構成について図１および図２を参照して
説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の内部構成を示す平面図であり、図
２は、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の制御ブロックを示すブロック図である
。
【００１９】
　図１に示されるように、この紙幣処理装置１０は、受入部１１、識別部１２、収納部１
３、リジェクト部１４、Ｉ／Ｏ基板１５、および搬送部１６を備えている。また、図２に
示されるように、この紙幣処理装置１０は、記憶部１０１、制御部１０２、収納検知部１
０３、および投入検知部１０４をさらに備えている。
【００２０】
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　記憶部１０１は、制御部１０２のための制御プログラム１０１Ａおよび収納部１３に収
納された紙幣の在高データ１０１Ｂを記憶するようになっている。また、記憶部１０１は
、制御部１０２のワーキングメモリとしても機能するようになっている。
【００２１】
　制御部１０２は、受入部１１、識別部１２、収納部１３、リジェクト部１４、Ｉ／Ｏ基
板１５、および搬送部１６、ならびに記憶部１０１、収納検知部１０３、および投入検知
部１０４に接続されている。制御部１０２は、記憶部１０１に記憶された制御プログラム
１０１Ａを起動することによって、受入部１１、識別部１２、収納部１３、リジェクト部
１４、Ｉ／Ｏ基板１５、搬送部１６、収納検知部１０３、および投入検知部１０４を制御
するようになっている。
【００２２】
　受入部１１は、オペレータによって投入された紙幣を１枚ずつ繰り出すための繰出ロー
ラを備えている。この繰出ローラは、投入された紙幣を繰り出し、紙幣処理装置１０の内
部に受け入れるようになっている。たとえば、受入部１１に１度に投入できる紙幣の枚数
（以下、「投入可能枚数」という）は、５００枚である。
【００２３】
　識別部１２は、受入部１１によって受け入れられた紙幣の金種を識別するための様々な
センサ（たとえば、ラインセンサ）を備えている。また、識別部１２は、紙幣の金種が識
別された場合には、その金種を識別結果として制御部１０２に送り、搬送異常（斜行、連
鎖、または重送）、媒体異常（偽券または損券）、またはその他の識別エラーなどのリジ
ェクト要因が識別された場合には、そのリジェクト要因を識別結果として制御部１０２に
送るようになっている。このとき、制御部１０２は、金種が識別された紙幣を「正常紙幣
」と判定し、リジェクト要因が識別された紙幣を「リジェクト紙幣」と判定する。
【００２４】
　収納部１３は、第１カセット１３１、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃ、および追加
カセット・スペース１３３から構成されている。第１カセット１３１は、制御部１０２に
よって「正常紙幣」と判定された紙幣を一時保留または収納するための収納機構と、一時
保留された紙幣を１枚ずつ繰り出すための繰出ローラと、を備えている。第２カセット１
３２Ａ乃至１３２Ｃは、それぞれ、制御部１０２によって「正常紙幣」と判定された紙幣
を収納するための収納機構と、収納された紙幣を１枚ずつ繰り出すための繰出ローラと、
を備えている。また、第１カセット１３１および第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃは、
外部から引出可能に構成されている。追加カセット・スペース１３３は、第２カセット１
３２Ａ乃至１３２Ｃの他に紙幣を収納するための収納機構が設けられたカセットを外部か
ら追加可能に構成されている。第１カセット１３１および第２カセット１３２Ａ乃至１３
２Ｃの最大収納容量は、互いに等しい容量であって、たとえば、３０００枚である。なお
、第１カセット１３１および第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃの最大収納容量は、受入
部１１の投入可能枚数より多ければ何枚でも良い。
【００２５】
　リジェクト部１４は、制御部１０２によってリジェクト紙幣と判定された紙幣を集積す
るようになっている。リジェクト部１４は、集積された紙幣を外部から取出可能に構成さ
れている。
【００２６】
　Ｉ／Ｏ基板１５には、操作部１５１および表示部１５２が接続されている。操作部１５
１は、オペレータの指示を受け付けるための様々なキーを備えている。表示部１５２は、
オペレータに様々な情報を表示するための液晶ディスプレイを備えている。
【００２７】
　搬送部１６は、受入部１１、識別部１２、第１カセット１３１、第２カセット１３２Ａ
乃至１３２Ｃ、およびリジェクト部１４の間で紙幣を搬送するための搬送ベルト、搬送路
ロ―ラ、および分岐爪、ならびにそれらを駆動するためのモータなどから構成されている
。
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【００２８】
　収納検知部１０３は、収納部１３（第１カセット１３１および第２カセット１３２Ａ乃
至１３２Ｃ）の紙幣の枚数を検知するためのセンサおよびカウンタを備えている。また、
収納検知部１０３は、検知結果を制御部１０２に送る。
【００２９】
　投入検知部１０４は、受入部１１に投入された紙幣の枚数を検知するためのセンサおよ
びカウンタを備えている。また、投入検知部１０４は、検知結果を制御部１０２に送る。
【００３０】
　次に、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の動作について図１を参照して説明す
る。
【００３１】
　図１に示されるように、この紙幣処理装置１０では、受入部１１に投入された紙幣が、
受入部１１の繰出ローラによって搬送部１６へ繰り出される。この繰出ローラによって繰
り出された紙幣は、識別部１２によって識別される。この識別部１２によって金種が識別
された紙幣は第１カセット１３１に一時保留され、この識別部１２によってリジェクト要
因が識別された紙幣はリジェクト部１４に集積される。第１カセット１３１に一時保留さ
れた紙幣は、操作部１５１によって入金確定指示が受け付けられた後に、第１カセット１
３１の繰出ローラによって搬送部１６へ繰り出される。この繰出ローラによって繰り出さ
れた紙幣は、搬送部１６によって、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃの何れかに搬送さ
れる。この第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃには、金種別に紙幣が収納される。
【００３２】
　次に、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の処理内容について図３乃至図５を参
照して説明する。
【００３３】
　図３は、本発明の実施例１に係る入金処理の処理手順を示すフローチャートである。
【００３４】
　図３に示されるように、はじめに、受入処理（Ｓ３０１）が行われる。
【００３５】
　図４は、本発明の実施例１に係る受入処理（図３のＳ３０１）の処理手順を示すフロー
チャートである。
【００３６】
　図４に示されるように、はじめに、投入検知工程（Ｓ４０１）が行われる。投入検知工
程（Ｓ４０１）では、投入検知部１０４が、受入部１１に投入された紙幣の枚数を検知し
、検知結果を制御部１０２に送る。
【００３７】
　次に、第１収納検知工程（Ｓ４０２）が行われる。第１収納検知工程（Ｓ４０２）では
、収納検知部１０３が、第１カセット１３１に一時保留された紙幣の枚数を検知し、検知
結果を制御部１０２に送る。このとき、制御部１０２は、収納検知部１０３から送られた
検知結果に基づいて第１カセット１３１の空き容量を算出する。
【００３８】
　投入された紙幣の枚数が第１カセット１３１の空き容量以下である場合には（Ｓ４０３
－ＹＥＳ）、受入工程（Ｓ４０４）が行われる。受入工程（Ｓ４０４）では、受入部１１
が、投入された紙幣を紙幣処理装置１０の内部に受け入れる。
【００３９】
　一方、投入された紙幣の枚数が第１カセット１３１の空き容量より多い場合には（Ｓ４
０３－ＮＯ）、入金エラー画面表示工程（Ｓ４０５）が行われる。入金エラー画面表示工
程（Ｓ４０５）では、制御部１０２が、入金エラーであることを示すメッセージを含む入
金エラー画面を表示部１５２に表示させる。
【００４０】
　受入処理（図３のＳ３０１）は、受入工程（Ｓ４０４）または入金エラー画面表示工程
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（Ｓ４０５）の後に終了する。
【００４１】
　図３に示されるように、受入処理（Ｓ３０１）の後に、識別工程（Ｓ３０２）が行われ
る。識別工程（Ｓ３０２）では、識別部１２が、受入工程（図４のＳ４０４）において受
入部１１によって受け入れられた紙幣を識別し、識別結果を制御部１０２に送る。このと
き、制御部１０２は、この識別結果に基づいてこの紙幣を「正常紙幣」または「リジェク
ト紙幣」と判定する。また、制御部１０２は、「正常紙幣」と判定された紙幣の金種別の
枚数または「リジェクト紙幣」と判定された紙幣のリジェクト要因を識別結果として記憶
部１０１に書き込む。
【００４２】
　制御部１０２によって「正常紙幣」と判定された場合には（Ｓ３０３－ＹＥＳ）、一時
保留工程（Ｓ３０４）が行われる。一時保留工程（Ｓ３０４）では、制御部１０２が、「
正常紙幣」と判定された紙幣を第１カセット１３１に一時保留する。
【００４３】
　一方、制御部１０２によって「リジェクト紙幣」と判定された場合には（Ｓ３０３－Ｎ
Ｏ）、リジェクト工程（Ｓ３０５）が行われる。リジェクト工程（Ｓ３０５）では、制御
部１０２が、「リジェクト紙幣」と判定された紙幣をリジェクト部１４に集積する。
【００４４】
　Ｓ３０１乃至Ｓ３０５は、受入部１１に投入された紙幣が０枚になるまで繰り返される
（Ｓ３０６－ＮＯ）。
【００４５】
　受入部１１に投入された紙幣が０枚になった場合には（Ｓ３０６－ＹＥＳ）、入金確認
画面表示工程（Ｓ３０７）が行われる。入金確認画面表示工程（Ｓ３０７）では、制御部
１０２が、第１カセット１３１に一時保留された紙幣の枚数および入金処理内容を確定す
るための入金確定指示を促すメッセージを含む入金確認画面を表示部１５２に表示させる
。
【００４６】
　操作部１５１によって入金確定指示が受け付けられた場合には（Ｓ３０８－ＹＥＳ）、
収納処理（Ｓ３０９）が行われる。
【００４７】
　図５は、本発明の実施例１に係る収納処理（図３のＳ３０９）の処理手順を示すフロー
チャートである。
【００４８】
　図５に示されるように、はじめに、第２収納検知工程（Ｓ５０１）が行われる。第２収
納検知工程（Ｓ５０１）では、収納検知部１０３が、第１カセット１３１に一時保留され
た紙幣の枚数および第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃのそれぞれに収納された紙幣の枚
数を検知し、検知結果を制御部１０２に送る。このとき、制御部１０２は、収納検知部１
０３から送られた検知結果に基づいて、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃの空き容量の
合計を算出する。
【００４９】
　一般的な紙幣処理装置では、一時保留部に一旦一時保留された紙幣は収納部に収納され
るのであるが、本発明の実施例１では、第１カセット１３１に一時保留された紙幣の枚数
が第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃの空き容量の合計より多い場合には（Ｓ５０２－Ｙ
ＥＳ）、第１カセット１３１の紙幣を第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃに収納すること
ができないので、第１カセット１３１に一時保留された紙幣をそのまま第１カセット１３
１に収納する第１収納工程（Ｓ５０３）が行われる。第１収納工程（Ｓ５０３）では、第
１カセット１３１の紙幣を一時保留状態から収納状態（すなわち入金確定状態）として紙
幣の状態を維持する。このとき、制御部１０２は、収納検知部１０３から送られた検知結
果に基づいて、第１カセット１３１の在高データ１０１Ｂを更新する。
【００５０】
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　第１カセット１３１に一時保留された紙幣の枚数が第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃ
の空き容量の合計以下である場合には（Ｓ５０２－ＮＯ）、第２収納工程（Ｓ５０４）が
行われる。第２収納工程（Ｓ５０４）では、制御部１０２が、第１カセット１３１に一時
保留された紙幣を第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃの何れかへ収納する。このとき、制
御部１０２は、収納検知部１０３から送られた検知結果に基づいて、第２カセット１３２
Ａ乃至１３２Ｃの在高データ１０１Ｂを更新する。
【００５１】
　収納処理（図３のＳ３０９）は、第１収納工程（Ｓ５０３）または第２収納工程（Ｓ５
０４）の後に終了する。
【００５２】
　図３に示されるように、本発明の実施例１に係る入金処理は、収納処理（Ｓ３０９）の
後に終了する。
【００５３】
　なお、本発明の実施例１では、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃの数が３つである例
について説明したが、これに限られるものではない。
【００５４】
　また、本発明の実施例１では、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃに紙幣を収納する収
納方法については、各第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃ毎に金種別に収納しても良いし
、金種に関係なく各第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃの並び順に従って収納しても良い
。このように、金種別に収納する場合には、回収後の処理を容易にすることができ、カセ
ットの並び順に従って収納する場合には、回収作業の所要時間を短縮することができる。
【００５５】
　また、本発明の実施例１の変形例では、第１カセット１３１に紙幣が一時保留されてい
ない場合に受入工程（図４のＳ４０４）が行われ、第１カセット１３１に紙幣が一時保留
されている場合に入金エラー画面表示工程（図４のＳ４０５）が行われても良い。
【００５６】
　また、本発明の実施例１の変形例では、第１カセット１３１の空き容量が受入部１１の
投入可能枚数以上である場合に受入工程（図４のＳ４０４）が行われ、第１カセット１３
１の空き容量が受入部１１の投入可能枚数より少ない場合に入金エラー画面表示工程（図
４のＳ４０５）が行われても良い。
【００５７】
　また、本発明の実施例１の変形例では、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃに収納され
た紙幣の枚数の合計に基づいて、第１収納工程（図５のＳ５０３）と第２収納工程（図５
のＳ５０４）とを切り換えても良い。
【００５８】
　本発明の実施例１によれば、紙幣を収納するための複数のカセットのうちの１つ（第１
カセット１３１）に紙幣を一時保留するので、カセットと一時保留部とを別々に設けるこ
とによる装置の大型化および制御の複雑化を回避することができる。
【実施例２】
【００５９】
　次に、本発明の実施例２について説明する。本発明の実施例２は、第２カセットに収納
された紙幣を第１カセットに一時保留して精査を行う精査処理の例である。なお、本発明
の実施例１と同様の内容についての説明は省略する。
【００６０】
　はじめに、本発明の実施例２に係る精査処理について図６を参照して説明する。精査処
理は、本発明の実施例１に係る入金処理（図３）が終了し、第２カセット１３２Ａ乃至１
３２Ｃに紙幣が収納されている状態で所定の日時に行われる処理である。本発明の実施例
２では、第２カセット１３２Ａに収納された紙幣に対する精査処理の例を説明する。
【００６１】
　図６は、本発明の実施例２に係る精査処理の処理手順を示すフローチャートである。
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【００６２】
　図６に示されるように、はじめに、一時保留工程（Ｓ６０１）が行われる。一時保留工
程（Ｓ６０１）では、制御部１０２が、第２カセット１３２Ａに収納された紙幣を第１カ
セット１３１に一時保留する。一時保留工程（Ｓ６０１）は、第２カセット１３２Ａに収
納された全ての紙幣が第１カセット１３１に一時保留されるまで繰り返される（Ｓ６０２
－ＮＯ）。
【００６３】
　第２カセット１３２Ａに収納された全ての紙幣が第１カセット１３１に一時保留された
場合には（Ｓ６０２－ＹＥＳ）、識別工程（Ｓ６０３）が行われる。識別工程（Ｓ６０３
）では、制御部１０２が、一時保留工程（Ｓ６０１）において第１カセット１３１に一時
保留された紙幣を搬送部１６へ繰り出し、識別部１２が、その紙幣の金種を識別する。こ
のとき、識別部１２は、金種別の紙幣の枚数を識別結果として制御部１０２に送る。
【００６４】
　次に、収納工程（Ｓ６０４）が行われる。収納工程（Ｓ６０４）では、制御部１０２が
、識別工程（Ｓ６０３）において識別部１２によって識別された紙幣を第２カセット１３
２Ａに収納する。収納工程（Ｓ６０４）は、一時保留工程（Ｓ６０３）において第１カセ
ット１３１に一時保留された全ての紙幣に対する識別が完了するまで繰り返される（Ｓ６
０５－ＮＯ）。
【００６５】
　一時保留工程（Ｓ６０３）において第１カセット１３１に一時保留された全ての紙幣に
対する識別が完了した場合には（Ｓ６０５－ＹＥＳ）、比較工程（Ｓ６０６）が行われる
。比較工程（Ｓ６０６）では、制御部１０２が、本発明の実施例１に係る収納処理（図５
）において記憶部１０１に記憶された在高データ１０１Ｂと、本発明の実施例２に係る精
査処理の識別工程（Ｓ６０３）において識別部１２から送られた識別結果（金種別の紙幣
の枚数）と、を比較する。
【００６６】
　比較工程（Ｓ６０６）の比較結果が一致した場合には（Ｓ６０７－ＹＥＳ）、精査結果
画面表示工程（Ｓ６０８）が行われる。精査結果画面表示工程（Ｓ６０８）では、制御部
１０２が、精査結果に問題がないことを示すメッセージを含む精査結果画面を表示部１５
２に表示させる。
【００６７】
　一方、比較工程（Ｓ６０６）の比較結果が一致しなかった場合には（Ｓ６０７－ＮＯ）
、精査エラー画面表示工程（Ｓ６０９）が行われる。精査エラー画面表示工程（Ｓ６０９
）では、制御部１０２が、精査結果に問題があることを示すメッセージを含む精査エラー
画面を表示部１５２に表示させる。
【００６８】
　本発明の実施例２に係る精査処理は、精査結果画面表示工程（Ｓ６０８）または精査エ
ラー画面表示工程（Ｓ６０９）の後に終了する。
【００６９】
　なお、本発明の実施例２では、精査処理（図６）は、複数の第２カセット１３２Ａ乃至
１３２Ｃに収納された紙幣の全てに対して行われても良い。この場合には、精査処理（図
６）は、第２カセット１３２Ａに収納された紙幣に対する処理、第２カセット１３２Ｂに
収納された紙幣に対する処理、および第２カセット１３２Ｃに収納された紙幣に対する処
理が行われる（順不同）。
【００７０】
　本発明の実施例２によれば、第２カセット１３２Ａに収納された紙幣を精査するための
精査処理において、その紙幣を第２カセット１３２Ａと同じ等しい容量を持つ第１カセッ
ト１３１に一時保留するので、第２カセット１３２Ａに収納された紙幣の全てを一度に第
１カセット１３１に一時保留することができる。特に、所定の日時に行われる自動精査の
場合には、第２カセット１３２Ａに収納された紙幣の枚数が一時保留部の一時保留枚数よ
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り多いときに精査処理が行われないことがあるが、本発明の実施例２では、第２カセット
１３２Ａに収納された紙幣の枚数に関わらず、精査処理が行われる。
【実施例３】
【００７１】
　次に、本発明の実施例３について説明する。本発明の実施例３は、第１カセットに一時
保留された紙幣の再計数処理において、紙幣の表裏反転を行う例である。なお、本発明の
実施例１および実施例２と同様の内容についての説明は省略する。
【００７２】
　はじめに、本発明の実施例３に係る紙幣処理装置１０の構成について説明する。
【００７３】
　この紙幣処理装置１０は、投入された紙幣を繰り出す繰出ローラに加えて、紙幣を保留
するための保留機構を有する受入部１１を備えている。なお、この紙幣処理装置１０のそ
の他の構成は、本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０と同様である。
【００７４】
　次に、本発明の実施例３に係る再計数処理について図７および図８を参照して説明する
。再計数処理は、本発明の実施例１に係る入金処理の入金確認画面表示工程（図３のＳ３
０７）において、入金確定指示が受け付けられなかった場合（たとえば、再計数指示が受
け付けられた場合）に行われる処理である。本発明の実施例３では、再計数された紙幣を
第２カセット１３２Ａに収納する再計数処理の例を説明する。
【００７５】
　図７は、本発明の実施例３に係る再計数処理の処理手順を示すフローチャートである。
【００７６】
　図７に示されるように、はじめに、識別工程（Ｓ７０１）が行われる。識別工程（Ｓ７
０１）では、制御部１０２が、第１カセット１３１に一時保留された紙幣を繰り出し、識
別部１２が、その紙幣の金種および表裏を識別する。このとき、識別部１２は、金種別の
紙幣の枚数および紙幣の表裏を識別結果として制御部１０２に送り、制御部１０２は、金
種別の紙幣の枚数を識別結果として記憶部１０１に書き込む。
【００７７】
　識別工程（Ｓ７０１）において識別部１２から送られた識別結果（紙幣の表裏）が「裏
券」である場合には（Ｓ７０２－ＹＥＳ）、保留工程（Ｓ７０３）が行われる。保留工程
（Ｓ７０３）では、制御部１０２が、識別部１２によって表裏が識別された紙幣を受入部
１１に保留する。このとき、識別工程（Ｓ７０１）および保留工程（Ｓ７０３）の搬送経
路は、図８（Ａ）に示されるような搬送経路となる。
【００７８】
　次に、第１収納工程（Ｓ７０４）が行われる。第１収納工程（Ｓ７０４）では、制御部
１０２が、保留工程（Ｓ７０３）において受入部１１に保留された紙幣を第２カセット１
３２Ａに収納する。このとき、第１収納工程（Ｓ７０４）の搬送経路は、図８（Ｂ）に示
されるような搬送経路となる。このとき、制御部１０２は、収納検知部１０３から送られ
た検知結果に基づいて、第２カセット１３２Ａの在高データ１０１Ｂを更新する。
【００７９】
　一方、識別工程（Ｓ７０１）において識別部１２から送られた識別結果（紙幣の表裏）
が「表券」である場合には（Ｓ７０２－ＮＯ）、第２収納工程（Ｓ７０５）が行われる。
第２収納工程（Ｓ７０５）では、制御部１０２が、識別部１２によって表裏が識別された
紙幣を第２カセット１３２Ａに収納する。このとき、第２収納工程（Ｓ７０５）の搬送経
路は、図８（Ｃ）に示されるような搬送経路となる。このとき、制御部１０２は、収納検
知部１０３から送られた検知結果に基づいて、第２カセット１３２Ａの在高データ１０１
Ｂを更新する。
【００８０】
　Ｓ７０１乃至Ｓ７０５は、第１カセット１３１に一時保留された全ての紙幣に対する識
別が完了するまで繰り返される（Ｓ７０６－ＮＯ）。
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【００８１】
　本発明の実施例３に係る再計数処理は、第１カセット１３１に一時保留された全ての紙
幣に対する識別が完了したときに終了する（Ｓ７０６－ＹＥＳ）。
【００８２】
　本発明の実施例３によれば、第１カセット１３１に一時保留された紙幣の再計数処理に
おいて、表券と識別された紙幣と裏券と識別された紙幣とを異なる搬送経路で第２カセッ
ト１３２Ａ乃至１３２Ｃに収納するので、第２カセット１３２Ａ乃至１３２Ｃに収納され
る紙幣の表裏を揃えることができる。特に、表裏反転機構を設けることなく紙幣の表裏を
揃えることができるので、紙幣処理装置１０のコストを削減することができる。
【実施例４】
【００８３】
　次に、本発明の実施例４について説明する。本発明の実施例４は、受入部の投入可能枚
数以上の紙幣を継続的に処理する入金処理の例である。なお、本発明の実施例１乃至実施
例３と同様の内容についての説明は省略する。
【００８４】
　はじめに、本発明の実施例４に係る入金処理について図９を参照して説明する。
【００８５】
　図９は、本発明の実施例４に係る入金処理の処理手順を示すフローチャートである。
【００８６】
　図９に示されるように、はじめに、受入処理（Ｓ９０１）が行われる。この受入処理（
Ｓ９０１）は、本発明の実施例１に係る受入処理（図４）と同様に行われる。
【００８７】
次に、識別工程（Ｓ９０２）が行われる。識別工程（Ｓ９０２）では、識別部１２が、受
入工程（図４のＳ４０４）において受け入れられた紙幣を識別し、識別結果を制御部１０
２に送る。このとき、制御部１０２は、この識別結果に基づいてこの紙幣を「正常紙幣」
または「リジェクト紙幣」と判定する。また、制御部１０２は、「正常紙幣」と判定され
た紙幣の金種別の枚数または「リジェクト紙幣」と判定された紙幣のリジェクト要因を識
別結果として記憶部１０１に書き込む。
【００８８】
　制御部１０２によって「正常紙幣」と判定された場合には（Ｓ９０３－ＹＥＳ）、一時
保留工程（Ｓ９０４）が行われる。一時保留工程（Ｓ９０４）では、制御部１０２が、「
正常紙幣」と判定された紙幣を第１カセット１３１に一時保留する。
【００８９】
　一方、制御部１０２によって「リジェクト紙幣」と判定された場合には（Ｓ９０３－Ｎ
Ｏ）、リジェクト工程（Ｓ９０５）が行われる。リジェクト工程（Ｓ９０５）では、制御
部１０２が、「リジェクト紙幣」と判定された紙幣をリジェクト部１４に集積する。
【００９０】
　Ｓ９０１乃至Ｓ９０５は、受入部１１に投入された紙幣が０枚になるまで繰り返される
（Ｓ９０６－ＮＯ）。
【００９１】
　受入部１１に投入された紙幣が０枚になった場合には（Ｓ９０６－ＹＥＳ）、継続入金
画面表示工程（Ｓ９０７）が行われる。継続入金画面表示工程（Ｓ９０７）では、制御部
１０２が、第１カセット１３１に一時保留された紙幣の枚数、入金処理内容を確定するた
めの入金確定指示を促すメッセージ、および受入部１１への追加の紙幣の投入を促すメッ
セージを含む継続入金画面を表示部１５２に表示させる。
【００９２】
　操作部１５１によって継続入金指示が受け付けられ、オペレータによって追加の紙幣が
受入部１１に投入された場合には（Ｓ９０８－ＹＥＳ）、Ｓ９０１に戻る。
【００９３】
　一方、操作部１５１によって入金確定指示が受け付けられた場合には（Ｓ９０８－ＮＯ
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に係る収納処理（図５）と同様に行われる。
【００９４】
　本発明の実施例４に係る入金処理は、収納処理（Ｓ９０９）の後に終了する。
【００９５】
　本発明の実施例４によれば、受入部１１の投入可能枚数の紙幣を第１カセット１３１に
一時保留する処理を継続的に繰り返すので、受入部１１の投入可能枚数を超えた紙幣の入
金処理を一回の取引で行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の内部構成を示す平面図である。
【図２】本発明の実施例１に係る紙幣処理装置１０の制御ブロックを示すブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施例１に係る入金処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施例１に係る受入処理（図３のＳ３０１）の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図５】本発明の実施例１に係る収納処理（図３のＳ３０９）の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図６】本発明の実施例２に係る精査処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施例３に係る再計数処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】（Ａ）乃至（Ｃ）は、本発明の実施例３に係る再計数処理の搬送経路を示す平面
図である。
【図９】本発明の実施例４に係る入金処理の処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９７】
１０　紙幣処理装置
１０１　記憶部
１０２　制御部
１０３　収納検知部
１０４　投入検知部
１１　受入部
１２　識別部
１３　収納部
１３１　第１カセット
１３２Ａ～１３２Ｃ　第２カセット
１３３　追加カセット・スペース
１４　リジェクト部
１５　Ｉ／Ｏ基板
１５１　操作部
１５２　表示部
１６　搬送部
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